
 

 

 

 

    『共に育てる』   校長 中島 理智 

  

来月６月は東京都教育委員会が定める「ふれあい月間（いじめ防止月間）」です。安

全で安心できる学校、いじめや暴力のない学校の実現がその趣旨です。平成２５年に

制定された「いじめ防止対策推進法」には社会全体でいじめをなくしていこうという

願いが込められています。一定の人間関係を形成し集団で子どもたちが生活する中で、

いじめはどの学校にも、どのクラスにも起こりうることと捉えています。本校では日

頃の見守りや丁寧な声掛けを行いながら、毎月の生徒へのアンケートの実施、道徳の

授業やＳＮＳに係わるセーフティ―教室の開催など、今年もいじめの未然防止の取組

を行っていきます。 

新年度が始まり２か月が過ぎようとしています。昨年からの新型コロナウイルス感

染症の拡大に未だ収束の光が見えてきていません。長期にわたる我慢、我慢の生活は

子どもたちに不安やストレスをもたらしています。その中にあって、学校も家庭も今

まで以上に子どもとしっかり向き合い、気持ちを聴き、心に寄り添う姿勢が極めて重

要なことと考えております。 

保護者の皆様には、お子さまのことで心配事や相談がある場合は、ご遠慮なく学校

までお電話をいただきたいと思います。個人面談などいつでも対応いたします。学校

と家庭で共育を大切にしていきましょう。 

 

★ 一人で悩まず、相談しよう ★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清 泉 
 

   

令和３年５月２５日発行 

清泉中学校長 中島 理智 

昭島市立清泉中学校 〒１９６－００２４ 昭島市宮沢町１－９－１  

電話０４２－５４１－０７６２ ＦＡＸ０４２－５４１－６８６９ http://www.city.akishima.ed.jp/～

seisen/ 

 

東京都
とうきょうと

いじめ相談
そうだん

ホットライン 

２４時間
じ か ん

子供
こ ど も

ＳＯＳダイヤル 

 

 あきしまし そうだんまどぐち 

昭島市の相談窓口 

０１２０－５３－８２８８（２４時間） 

０１２０－０－７８３１０（２４時間） 

★子供に関する相談全般 

昭島市教育・発達総合相談 

平日（9:00～17:00） 

０４２－５１９－２２９０ 

★こころとからだの健康相談： 

こころといのちの相談窓口 

平日 ０４２－５４４－５１２６ 

★AKISHIMA キッズナー（平日 9:00～ 

 ０１２０－６７８－０４４  18:30） 

清泉中学校 

０４２－５４１－０７６２ 

スクールカウンセラー（直通） 

０４２－５４１－０７８１ 



６月行事予定 

 

日 曜 行   事   予   定 備  考 

１ 火 ふれあい月間 始  ①ＳＣ面接 ①入学時の心のケアのためスクールカウンセ

ラーによる１年生全員対象の面接。ＳＣの勤

務日に合わせ実施中。 

②ＧＩＧＡ構想によりタブレットを導入。教

員研修を本校では６月に２回実施予定。 

③SNS に係る外部講師による安全指導 

④コロナ禍で現在は「標準服・体育着（ジャー

ジ）」どちらかを選択して登校。 

⑤年３回。学区小学校と授業参観や協議会、 

を実施予定。 

⑥教員の働き方改革の一環で月１回の定時退

勤日を設定。 

⑦朝礼は昨年より校内放送で実施中。 

⑧９教科のテストを実施。 

１６日（水）英語・理科・保健体育 

１７日（木）数学・美術・技術家庭 

１８日（金）社会・国語・音楽 

⑨水泳指導の感染対策等改めて通知予定。 

⑩復習確認テスト（３年生）年３回実施。 

⑪進路説明会・保護者会 別途詳細をお知ら 

せいたします。ご予定ください。 

⑫教育委員会指導課が学校を訪問。授業観察 

及び事務、文書等の点検、確認を実施。 

２ 水 安全指導 ３年学力テスト 

３ 木 ②校内研修会（教員）⑥カット 

４ 金 ③セーフティー教室（１・２年） 

７ 月  

８ 火 ④衣替え移行移行期間 終 

９ 水 ⑤小中一貫日 ⑥定時退勤日 

１０ 木  

１１ 金 避難訓練 

１４ 月 ⑦全校朝礼 

１５ 火  

１６ 水 ⑧期末考査 給食なし 

１７ 木 期末考査 給食なし 

１８ 金 期末考査 

２１ 月 ⑨水泳指導始 ⑩復習確認テスト 

２２ 火 救命救急講習（２年生） 

２３ 水 校内研修会（教員） 

２４ 木  

２５ 金 ⑪第１回進路説明会 

２８ 月 生徒会朝礼 ⑫指導課訪問 

２９ 火  

３０ 水 ふれ合い月間終 ⑪保護者会 

＊東京都、昭島市からの感染状況に係る通知により予定を変更することがあります。 

【お願い】 

緊急事態宣言の解除や延長等、教育活動に変更がでる場合は改めてご連絡 

いたします。引き続き、毎朝の検温、健康観察にご協力ください。生徒本人 

及びご家族が発熱などの風邪症状がある場合は、無理をさせず自宅での休養、 

必要に応じて受診をお願いいたします。 

地域から 

  地域の方から学校にお電話をいただきました。放課後、学区内で倒れているご高齢の方のそ

ばを通りかかった本校男子生徒数名が、すぐその方に歩み寄り声をかけ、近くのお宅に助けを

求める行動をとったそうです。周囲に無関心な人がいる中、地域で助け合いを実践できること

は素晴らしいことです。ありがとう。 


